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�愛媛県告示第３９８号
次のとおり落札者を決定した。

平成２９年４月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３９９号
卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）第５５条の規定により、次のとおり地方卸売市場の開設を許可した。

平成２９年４月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 落札者等の告示…………………………………………………………………………………………………………………………………………（広報広聴課）…２６５

○ 地方卸売市場の開設の許可…………………………………………………………………………………………………………………………………（漁政課）…２６５

○ 卸売業務の許可………………………………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…２６６

○ 公有水面埋立工事のしゅん功認可（２件）…………………………………………………………………………………………………………（港湾海岸課）…２６６

○ 公共測量の終了の通知（３件）………………………………………………………………………………………………………………………（道路維持課）…２６７

○ 土地改良区役員の就退任の届出…………………………………………………………………………………………………………（東予地方局農村整備課）…２６７

○ 道路の区域変更（県道金子中萩停車場線）…………………………………………………………………………………………………（東予地方局管理課）…２６７

○ 道路の供用開始（ 〃 ）…………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…２６８

○ 開発行為に関する工事の完了……………………………………………………………………………………………………………（中予地方局建築指導課）…２６８

○ 指定道路の指定……………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…２６８

○ 土地改良区役員の就退任の届出…………………………………………………………………………………………………………（南予地方局農村整備課）…２６８

○ 医師の指定…………………………………………………………………………………………………………………………………（福祉総合支援センター）…２６８

雑 報

○ 汚泥再生処理センター整備事業に係る工事着手について…………………………………………………………………………………………（環境政策課）…２６９

正 誤

○ 昭和５１年４月１日付け第４８９９号外４愛媛県公営企業管理規程第３号（愛媛県公営企業組織規程等の一部を改正する管理規程）中

………………………………………………………………………………………………………………………………………………（公営企業管理局総務課）…２６９

○ 平成１０年１０月９日付け第９９２号外２愛媛県公営企業管理規程第６号（愛媛県公営企業会計規程の一部改正）中……………（ 〃 ）…２６９

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

落札に係る特定役務の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

広報紙の印刷及び新聞折り込み業務
一式

愛媛県企画振興部
政策企画局広報広
聴課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２９年３月２８日
株式会社愛媛新聞社
愛媛県松山市大手町一
丁目１２番地１

７．０２円
（一部当たり） 一般競争入札 平成２９年２月１４日

許 可 番 号 許可年月日 開設者の氏名又は名称
地 方 卸 売 市 場 取 扱 品 目

所 在 地 名 称 の 部 類

水市場第３８号 平成２９年４月５日 愛南漁業協同組合 南宇和郡愛南町御荘平城１番
２０

愛南漁業協同組合御荘地方卸
売市場 水産物部

毎週（火・金）曜日発行 第２８６３号 平成２９年４月７日

平成２９年４月７日金曜日 第２８６３号

愛 媛 県 報

２６５
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�愛媛県告示第４０１号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、四国中央市役所におい

て告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができ

る。

平成２９年４月７日

三島川之江港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 中 村 時 広

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

四国中央市

愛媛県四国中央市三島宮川四丁目６番５５号

代表者 四国中央市長 篠原 実

愛媛県四国中央市金生町下分１２１番地２

２ 埋立区域

� 位置

愛媛県四国中央市川之江町４０９５番、４０９１番及び４０９２番の地先

公有水面

� 区域

次の各地点を順次に結んだ線及び⑳の地点と⑫の地点とを結

ぶ昭和５８年９月２４日付け愛媛県指令４９港第９２号で竣功認可され

た埋立地と公有水面との境界線（Ｄ．Ｌ．＋３．８０メートルによ

り決定）により囲まれた区域

基点（愛媛県四国中央市川之江町４０９７番国土地理院「大江」

四等三角点）は、北緯３４度００分２９．８２６４秒、東経１３３度３３分０９．０

９２０秒

⑳の地点は、基点から２９度３４分５５秒２１６．５５メートルの地点

⑲の地点は、⑳の地点から２９６度３２分０６秒１０９．９５メートルの

地点

⑯の地点は、⑲の地点から３０度１１分４２秒１８７．１６メートルの地

点

⑰の地点は、⑯の地点から２９６度３０分１０秒１９６．８６メートルの

地点

⑱の地点は、⑰の地点から４１度４３分３９秒１０．３６メートルの地

点

④の地点は、⑱の地点から２９６度３０分１０秒３１．０９メートルの地

点

⑤の地点は、④の地点から４１度４３分３９秒２０．７３メートルの地

点

⑪の地点は、⑤の地点から１１６秒３０分１０秒５５０．００メートルの

地点

⑩の地点は、⑪の地点から２０６度３０分１０秒５０．００メートルの地

点

⑬の地点は、⑩の地点から１１６度３０分１０秒１６０．００メートルの

地点

⑫の地点は、⑬の地点から２０６度３０分１０秒１６７．０６メートルの

地点

� 面積

１０５，８６５．６６平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１２年２月８日 愛媛県指令１１港第２９３号

４ しゅん功認可年月日

平成２９年４月７日

�������
�愛媛県告示第４０２号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、上島町役場において告

示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができる。

平成２９年４月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

上島町

愛媛県越智郡上島町弓削下弓削２１０

代表者 上島町長 宮脇 馨

愛媛県越智郡上島町岩城６８９７

２ 埋立区域

� 位置

愛媛県越智郡上島町弓削佐島６０８番３の地先公有水面

� 区域

次の１点から３７点を順次直線で結んだ線並びに３７点と１点を

結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋３．９３（Ｔ．Ｐ．１．

９２）メートル）の陸と公有水面との接する線により囲まれた区

域

基点（越智郡上島町弓削佐島６０８番３地先の防波堤に設置さ

れた金属鋲）は、北緯３４度１５分０７秒、東経１３３度１１分０７秒の地

点

１点は、基点から真北１７２度５７分３２秒１２．６９メートルの地点

２点は、１点から真北５０度５７分２２秒２．２８メートルの地点

３点は、２点から真北５６度３８分３２秒１．７６メートルの地点

４点は、３点から真北５６度３５分２６秒１．２４メートルの地点

５点は、４点から真北３３５度５１分５７秒１．４２メートルの地点

�愛媛県告示第４００号
卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）第５８条第１項の規定により、次のとおり地方卸売市場における卸売の業務の許可をした。

平成２９年４月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許可年月日
卸 売 業 者 卸売の業務を行う地方

卸売市場の名称
取 扱 品 目

住所又は所在地 氏 名 又 は 名 称 の 部 類

水卸第５３号 平成２９年４月５日 南宇和郡愛南町鯆越１６６番地
３ 愛南漁業協同組合 愛南漁業協同組合御荘地方卸売

市場 水産物部

愛 媛 県 報平成２９年４月７日 第２８６３号

２６６
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６点は、５点から真北５９度３６分０５秒０．９５メートルの地点

７点は、６点から真北１５１度５３分２３秒１．４２メートルの地点

８点は、７点から真北６０度２９分２３秒０．７５メートルの地点

９点は、８点から真北６１度１９分２４秒１．５１メートルの地点

１０点は、９点から真北６３度０６分４２秒１．５０メートルの地点

１１点は、１０点から真北６５度２４分１０秒１．４８メートルの地点

１２点は、１１点から真北６７度２０分０８秒１．４７メートルの地点

１３点は、１２点から真北６８度１２分２１秒１．４６メートルの地点

１４点は、１３点から真北６９度２９分２５秒１．４４メートルの地点

１５点は、１４点から真北７０度３０分２５秒１．４３メートルの地点

１６点は、１５点から真北７０度４５分４１秒１．４２メートルの地点

１７点は、１６点から真北７０度４４分４０秒１．４１メートルの地点

１８点は、１７点から真北７１度００分４３秒１．５３メートルの地点

１９点は、１８点から真北７０度１０分００秒５．００メートルの地点

２０点は、１９点から真北６９度２１分５８秒５．００メートルの地点

２１点は、２０点から真北６８度０４分０８秒５．００メートルの地点

２２点は、２１点から真北６７度０６分１７秒５．００メートルの地点

２３点は、２２点から真北６６度０２分０２秒５．００メートルの地点

２４点は、２３点から真北６５度０３分３３秒５．００メートルの地点

２５点は、２４点から真北６３度５６分３１秒５．００メートルの地点

２６点は、２５点から真北６２度５９分３８秒４．９９メートルの地点

２７点は、２６点から真北６２度２７分３２秒４６．５２メートルの地点

２８点は、２７点から真北３３３度００分５７秒４．１５メートルの地点

２９点は、２８点から真北６２度１２分５８秒１．９９メートルの地点

３０点は、２９点から真北１５３度０５分０６秒４．１７メートルの地点

３１点は、３０点から真北６２度２７分３３秒６８．０９メートルの地点

３２点は、３１点から真北３３２度０２分２８秒０．３８メートルの地点

３３点は、３２点から真北６２度００分３２秒１．４９メートルの地点

３４点は、３３点から真北１５２度２５分１１秒０．４０メートルの地点

３５点は、３４点から真北６２度３３分１０秒９．１７メートルの地点

３６点は、３５点から真北３３２度１７分３４秒１．７７メートルの地点

３７点は、３６点から真北７１度００分４２秒２．０６メートルの地点

� 面積

４１１．２５平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成２７年８月１１日 愛媛県指令２７港第２０２号

４ しゅん功認可年月日

平成２９年４月７日

�������
�愛媛県告示第４０３号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、松山市長から次のとおり公共測量が終

了した旨の通知があった。

平成２９年４月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（道路現況平面図作成）

２ 作業期間 平成２８年９月８日から

平成２９年２月２０日まで

３ 作業地域 松山市の一部

�������
�愛媛県告示第４０４号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、松山市長から次のとおり公共測量が終

了した旨の通知があった。

平成２９年４月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（既成図数値化）

２ 作業期間 平成２８年１１月１０日から

平成２９年２月２８日まで

３ 作業地域 松山市の一部

�������
�愛媛県告示第４０５号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、松山地方法務局長から次のとおり公共

測量が終了した旨の通知があった。

平成２９年４月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（登記所備付地図作成作業に伴う基準点

設置作業）

２ 作業期間 平成２８年１１月２１日から

平成２９年２月２８日まで

３ 作業地域 松山市素鵞地区（小坂一丁目、小坂二丁目、小坂

三丁目、小坂四丁目、小坂五丁目及び日の出町）

�������
�愛媛県告示第４０６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市飯岡土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があ

った。

平成２９年４月７日

愛媛県東予地方局長 � 塚 真 志

退 任

�愛媛県告示第４０７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年４月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 藤 田 閏一郎 西条市飯岡５９２番地

愛 媛 県 報平成２９年４月７日 第２８６３号

２６７
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�愛媛県告示第４１０号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２９年４月７日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２９年３月２９日

３ 指定道路の位置

伊予市下吾川字北西原１９０１番３、１９０２番２

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ３３．０３メートル

� 幅員 ５．００メートル

�������
�愛媛県告示第４１１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西予市宇和町土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出が

あった。

平成２９年４月７日

愛媛県南予地方局長 佐 伯 登志男

退 任

�愛媛県告示第４０８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年４月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４０９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２９年４月７日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

�愛媛県告示第４１２号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成２９年４月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 金子中萩停車場線
新居浜市萩生字岸ノ下１３４４番２地先から

同字１３４２番３地先まで

旧 ６．４～２２．７４ ０．０６７

新 ６．４７～１０．５９ ０．０４５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 金子中萩停車場線
新居浜市萩生字岸ノ下１３４４番２地先から

同字１３４２番３地先まで
平成２９年４月７日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２８中局建（開）第４９号

平成２９年３月２８日
伊予郡松前町大字横田字手作６４６番４、６４６番５、６４６番６

伊予郡松前町大字横田６４２番地

重 松 光 男

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 兵 頭 幸 男 西予市宇和町伊賀上１１８８番地

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

ぼうこう又は直腸・小腸機能障
害 外 科 市立八幡浜総合病院 中 津 宏 基 八幡浜市大平一番耕地６３８番地 平成

２９年４月１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 市立八幡浜総合病院 � 本 真 矢 八幡浜市大平一番耕地６３８番地 平成
２９年４月１日
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雑 報

正 誤

�公 告

汚泥再生処理センター整備事業に係る工事着手について

愛媛県環境影響評価条例（平成１１年愛媛県条例第１号）第３４条第

１号の規定により、次の対象事業について工事着手したので、次の

とおり公告します。

平成２９年４月７日

松山衛生事務組合 組合長 野 志 克 仁

１ 事業者の名称及び所在地

� 名 称 松山衛生事務組合

� 所在地 松山市北吉田町７７番地３１外

２ 対象事業の名称、種類及び規模

� 名 称 汚泥再生処理センター整備事業

� 種 類 し尿処理施設の設置の事業

� 規 模 １日当たりの処理能力 ３７３キロリットル

３ 対象事業の実施区域

松山市北吉田町７７番地３１外

４ 愛媛県環境影響評価条例第３４条第１項の該当した号

第１号

５ 該当した時期

平成２９年３月１７日

�正 誤

昭和５１年４月１日付け第４８９９号外４愛媛県公営企業管理規程第３

号（愛媛県公営企業組織規程等の一部を改正する管理規程）中

�������
�正 誤

平成１０年１０月９日付け第９９２号外２愛媛県公営企業管理規程第６

号（愛媛県企業職員の給与に関する規程及び愛媛県公営企業会計規

程の一部を改正する管理規程）中

じん臓・ぼうこう又は直腸機能
障害 泌 尿 器 科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 小 山 花南江 東温市志津川 平成
２９年４月１日

肢 体 不 自 由 神経内科、精
神科

国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 伊 賀 淳 一 東温市志津川 平成

２９年４月１日

肢 体 不 自 由 神経内科、精
神科

国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 上 野 修 一 東温市志津川 平成

２９年４月１日

肢 体 不 自 由 神経内科、精
神科

国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 越 智 紳一郎 東温市志津川 平成

２９年４月１日

肢 体 不 自 由 神経内科、精
神科

国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 清 水 秀 明 東温市志津川 平成

２９年４月１日

肢 体 不 自 由 神経内科、精
神科

国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 堀 内 史 枝 東温市志津川 平成

２９年４月１日

肢 体 不 自 由 神経内科、精
神科

国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 山 崎 聖 広 東温市志津川 平成

２９年４月１日

肢 体 不 自 由 神経内科、精
神科

国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 吉 田 卓 東温市志津川 平成

２９年４月１日

肢 体 不 自 由 形 成 外 科 住 友 別 子 病 院 安 井 史 明 新居浜市王子町３番１号 平成
２９年４月１日

肢 体 不 自 由 形 成 外 科 住 友 別 子 病 院 宮 本 なつみ 新居浜市王子町３番１号 平成
２９年４月１日

ページ 箇 所 誤 正

２
上の段
右から１６行目及
び１７行目

（固定資産仮三勘定を
除く。）

（固定資産仮勘定を除
く。）
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１３

右の段
上から１１行目、
１３行目及び１６行
目

給与資金前渡担当者 給与資金前渡担任者

平成２９年４月７日 発行
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